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研究成果の概要（和文）：本研究においては、新たなモビリティ社会において、運送を委託する、またはコーデ
ィネイトする者に対し、輸送の安全確保させるため、政策実施の分析を通じて、①ライドシェアを含む自家用自
動車による輸送による安全確保の在り方、②MaaS等運輸事業者だけでなくプラットフォーマーによる安全管理方
策の在り方、③運輸安全マネジメントや船舶管理における安全管理について、保険などリスクマネジメントも含
め、事例を収集、分析を行い、政策立案の場の設定や検討の在り方についても着目の上、政策の方向性について
検討を行った。

研究成果の概要（英文）：In this research, in order to ensure the safety of those who outsource or 
coordinate transportation, I analyzed policy implementation and analyzed cases regarding: 1) how to 
ensure safety in transportation by private vehicles, including ride sharing; 2) safety management 
measures by platform providers as well as transportation operators such as MaaS; and 3) risk 
management such as safety management and insurance in transportation. I also focused on the setting 
of the policy formulation forum and the way in which it should be considered, and examined the 
policy direction.

研究分野： 公共政策

キーワード： 地域交通　モビリティ　運輸安全マネジメント　自家用有償旅客運送　MaaS　リスクマネジメント　保
険　交通政策

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
 本研究の学術的意義として、新たなモビリティ時代の中で、運送を委託する事業者や自家用自動車による輸送
を行う事業者など事業として運送を行う者ではない者による安全管理体制が問われる中で、政策実施に当たって
の官民の役割分担を含む地域交通の安全確保に関するガバナンスに焦点を当てつつ、交通モード横断的観点かつ
異なる学問領域を横断する形で検討を行った点にある。また、少子高齢化や運転手不足等によって地域の交通の
維持が社会問題化している中で。MaaS、ライドシェアや自家用自動車による輸送など新しいモビリティについ
て、住民の関心が高い安全面から論じている点で社会的にも意義を有するものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
地域交通については、地方部は自動車による移動が太宗を占め、少子高齢化・人口減少の進展

により、路線バス等公共交通は大変厳しい状況にある。また、高齢者による交通事故の増加や運
転免許返納の大幅増加もあり、移動手段の確保が不安な高齢者が多いなど、地域交通は地方部だ
けでなく日本全体の課題である。さらに新型コロナウィルス感染症により路線バスの輸送人員
は今後も前年比で約 20％減の見込みで、以前の水準までの需要回復は期待できない状況にある。
路線バスが維持できない地域では、自家用自動車による輸送のほか、スクールバス、福祉輸送な
ど様々な工夫により最低限の移動を提供している現状にある。 
一方、技術革新により、自動運転の他、世界的には MaaS（Mobility as a Service）というド

ア・ツー・ドアの移動を様々な手法等を組み合わせて１つの移動サービスとして捉える新しいサ
ービスが提供され、利用者目線で地域交通を再構築し、公共交通の利用の増加をもたらしている。
また、国も未来投資戦略や統合イノベーション戦略2020でモビリティを重点の一つに位置づけ、
モビリティは従来の交通の概念から大きく飛躍しつつある。ただ、高齢者等は利用に際し安心・
安全を欲しているが、その対応が不十分である。 
これに対し、また、新たなモビリティについては、人の移動の効率化が生活交通の確保・維持

に向けた地域負担の軽減につながり、都市・地域の活性化や移動しやすい豊かな社会の実現につ
ながる（都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会（2019 年 3 月））ものとして捉えられる
が、MaaS やライドシェアの取り組み動向については数多く論考があるものの、新たなモビリテ
ィを既存の運輸・交通制度の中でどのように位置付け、また高齢者も安心して新しいモビリティ
を利用できるよう安全政策を行うのかといった政策研究は見受けられない。関越道バス事故の
ような観光バス事故や 2019 年の池袋母子交通事故の事例に鑑みると、事故の未然防止のため、
運送の依頼主体・プラットフォーマーや自家用自動車の安全に係る政策が問われており、新たな
モビリティ時代における地域交通に係る安全方策を事例とした政策研究に取り組む必要がある。 
 
２．研究の目的 
 以上に述べた背景により、本研究では、新たなモビリティ社会において、運送を委託する、ま
たはコーディネイトする者に対し自主的な安全確保のための努力を促す観点から、政策実施の
分析を通じて、①MaaS やライドシェア及び運送を委託する者である利用運送や観光業における
安全確保策の整理分析、②自家用自動車による輸送事業の安全管理方策の整理・分析、③特に安
全管理手法の一つとして、自律的な安全最優先の企業風土の醸成に向けた運輸安全マネジメン
トや船舶管理における安全管理の最新事例の整理・分析、④最終的に以上により得られた知見を
総括し、新たなモビリティを含む地域交通の総合的安全確保のための具体的な政策提案を示す
ことを目的とした。。 
 
３．研究の方法 
 初年度（2021 年度）は、公共交通の安全管理に係る政策について、主に国内の陸海空の運輸
安全マネジメントにおける取組を中心に、通信に係る安全規制とも比較して検討を行った。MaaS
については、国土交通省による日本版 MaaS 推進・支援事業による取り組みを中心に、既存文献、
公表資料等を中心に整理した。このほか、MaaS を含む全体的なデジタルプラットフォームに係
る規制については、直接的に公共交通や MaaS に対応するものではないが、特定デジタルプラッ
トフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のほか、公正取引委員会におけるプラット
フォーマーへの規制等我が国のプラットフォーマーに対する政策について整理した。 
 二年目（2022 年度）は、第一に観光業における安全確保の枠組みや利用運送事業における安
全確保策について把握・整理した。第二に、自家用自動車による運送に関する安全管理の取組に
ついて、道路交通法改正や自動車関連の法制度の改正を含む制度全体の収集・把握を行ったほか、
各種事業者団体による具体的な取り組み事例を把握した。第三に 2022 年 4 月に発生した知床遊
覧船事故を契機に安全対策の強化の取り組みが 1 年かけて行われたことから、モード横断的な
観点を含め、安全確保の強化策について、収集・把握を行った。第四に、地域公共交通について
は、地域との共創・再構築に関する研究会や審議会が行われ、地域交通活性化再生法の改正の取
組も行われたことから、改めて過去の経緯を整理しつつ、制度化の動きについて把握し、政策立
案過程における関係者の合意形成等について分析を行った。 
 最終年度は、知床遊覧船事故を受けた安全対策のとりまとめから 1 年を経過したことを踏ま
え、当該取りまとめの具体化。進捗状況のほか、2024 年 1 月に発生した羽田空港における衝突
事故を受けた対策など最新の状況も含め、整理を行った。第二に、安全対策におけるリスクマネ
ジメントとして、損害保険制度の動向について、自賠責保険やライドシェア、MaaS に対する保
険を中心に最新の動向を整理した。第 3に、地域交通について、共創モデル事業実証プロジェク
トの事業の実施状況や新モビリティサービス推進事業の実施状況について、収集整理を行った
ほか、地域の公共交通リ・デザイン実現会議の政策過程についても整理分析を行った。第 4 に、
2023 年後半に具体化された日本版ライドシェアについて、その安全管理の方策について、国土
交通省を中心とした検討過程について、収集、分析を行った。そして、前年度までの成果も踏ま



え、ライドシェアを含む自家用自動車による輸送や、MaaS 等におけるプラットフォーマーによ
る安全管理方策の在り方について、リスクマネジメントも含め検討を行い、政策の方向性につい
て考察した。 
 
 
４．研究成果 
（１）MaaS の活用による国内旅客船の振興 
本稿においては、現在旅客船が関係している MaaS にはどのようなものがあるのかについて、

MaaS に係る国内外の取組を整理した上で、MaaS の取組の中に旅客船を組み込むことで、旅客船
も選択されるようにできないか、政策対応を含む方策について検討を行った。一般的な MaaS の
活用について、地域交通の振興という観点とともに、MaaS に関して余り検討対象とされていな
い旅客船に着目して検討を行った。 
このなかでは、まず、MaaS の概念について整理を行うとともに、環境省の地域の脱炭素交通

モデル構築支援事業を事例に、MaaS が移動サービスだけでなく、二次交通の利便性向上等によ
る環境負荷の低減など多様な価値の向上にも資することを指摘した。 
次に政府による取り組み状況として、国土交通省、経済産業省によるモデル事業の取り組みを

整地するとともに、特に旅客船を事例として取り上げたものについて概観した。さらに、モデル
事業として実施されていない事業者独自の取組も含め、広く旅客船を含む MaaS の事例を国内と
海外に分けて整理した。国内の事例では、大都市型として、東京や福岡の事例、観光地型として
志摩や広島の事例、海外については、台湾、フィンランド、ドイツ、イギリスの事例などを紹介
した。海外については、交通モードとして鉄道、自動車等とともにフェリーも選択できるように
組み込まれているが、旅客船に特化したというサービスではなかった。 
 そして、旅客船 MaaS が実施可能となるための方策について何点か提案した。大前提として、
検索結果への表示、そのために国土交通省による標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマッ
トを用いて情報をデータ化することが重要であると指摘した。次に自動運航船を MaaS に取り込
み、デマンドバスに近いサービスとし、住民や観光客のニーズに合わせたルート、スケジュール
とすることで、運航の効率化を図ることについて述べた。第 3 に、船と他モードとの乗り換えが
円滑に行われるように配慮すること、第 4 に海事観光の観点からの MaaS の取組についても指
摘した。問題点としては、実証実験を収集する中では、令和元年度の実証実験事業がその後、実
事業として継続しているものが僅かであったように、本件で収集した事例は、本報告書取りまと
め時点では継続されていないものもあり、旅客船振興のための MaaS については、MaaS の維持・
継続が課題と考えられる。 
 
（２）地域交通の検討に当たっての視点 
 本稿では、地域交通をめぐる現状を概観するとともに、特に、2022 年 2 月に設置された「鉄
道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」による提言により、地方の
危機感を高め、地域交通に対する人々の関心や議論を大きく誘発された状況を踏まえ、地域交通
の現状や地域交通法や自家用自動車による輸送等政策対応を整理した上で、地域交通の維持・改
善を検討する上で、どのような視点でどのようなことを考慮することが考えられるか整理し、そ
の上で地域交通の安全確保をいかに行うべきか検討するにあたっての基盤とした。 
まず、地域交通自体の現状の他、バス等の運転手の状況、地域交通の主な利用者である高齢者

による状況について整理した。次に自家用有償旅客運送事業については、地域交通においてラス
トワンマイルなど重要な役割を担っている自家用有償旅客運送事業については、2006 年の道路
運送法の改正による創設。2020 年の改正により、事業者協力型自家用有償旅客運送制度の創設
や観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化などが行われた。さらにライドシェアの検討
と併せて、2024 年 12 月には「交通空白地」の目安を数値で提示するとともに、夜間など「時間
帯による空白」の概念も取り込むほか、タクシーとの共同運営の仕組みの構築など様々な通達の
改正が行われる等、運用の改善の努力が進められている。 
 次に地域交通を維持・改善・発展させていく方策に係る観点について、地域公共交通計画等に
の「計画作成のプロセス」における計画の検討手順の考え方に沿って検討を進め、地域公共交通
計画の策定の担い手のあり方、現状やニーズ等の把握方法、課題の整理方法、地域公共交通計画
の目標設定の考え方、目標実現のための施策といった観点から、事例を基に整理した。 
 現居住地に対する不安に関する調査では、高齢者を中心に公共交通がなくなると生活できな
くなるのではないかという声が大きいという結果もあり、地域交通はまさにライフラインとも
言え、またインバウンド等観光の足として、その維持や発展は引き続き求められている。SDGs の
11.2 では、2030 年までに、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機
関の拡大などを通じた・・持続可能な輸送システムへのアクセスを提供するとされていること等
から、（地域）交通の位置づけをより高める必要がある 
 
 
（３）ライドシェア、自家用有償旅客事業等の運送事業者以外の輸送に対する安全確保やリスク
マネジメント 



 バス事業、タクシー事業、トラック事業等運送事業については、道路運送法等法律により、規
制適合性のほか、運輸安全マネジメントによる安全確保の取り組みがなされている。運輸安全マ
ネジメントでは、事業者自らが自主的かつ積極的に輸送の安全の取組みを推進し、構築した安全
管理体制をＰＤＣＡサイクルにより継続的に改善し、安全性の向上を図ることが求められてい
る。また、国は事業者の安全管理体制の実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を行って
おり、保安監査と異なり、輸送の安全性を向上するための自主的な取組みを行う上で参考となる
よう実施している。また、2017 年 4 月に貸切バス事業者に対する事業許可について５年ごとの
更新制が導入されたが、2022 年 4 月以降の許可更新の際に、過去 5 年以内に行政処分を受けた
貸切バス事業者については、更新許可申請時までの間に第三者機関による運輸安全マネジメン
ト評価を受けることが義務付けられた。運輸マネジメント評価は国の他、リスクコンサルティン
グ会社のような第三者機関によっても実施されており、民間活力が活用され、国の評価員の不足
を補うものとなっている。 
 他方、自家用有償旅客運送事業については、運輸安全マネジメントの対象とはされていないが、
道路運送法等に基づき、運行管理の体制や整備管理の体制を整備し、運行管理の責任者は、乗務
しようとする運転者に対する安全運転のための確認を行うこととされている。ライドシェアの
場合もこうした運行管理体制の整備等をどのように構築するのか、プラットフォーマーにその
ような役割が担えるのか等が考えられるが、2024 年 4 月に創設された自家用車活用事業におい
ては、タクシー事業者の管理の下とされ、プラットフォ－マーについては引き続き検討とされた。
また、運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていることやタクシー
事業と同等の任意保険に加入していることなどが求められた。 
 プラットフォーマーによる管理の下で、ライドシェアが実施されるかどう化については引き
続きの検討とされているが、タクシー事業者のような運行管理等の知見がないところ、旅行事業
者の安全確保義務として、判例において、旅行事業者は旅行者の安全を確保するよう旅行サービ
ス機関に要請し、管理するものとされているように、プラットフォーマーに対し、同等の義務を
課すことが必ー要と考える。なお、ライドシェアについては、特約を新たに開発し、運行管理を
担うタクシー事業者へ販売する動きや、ライドシェア事業者と保険を共同開発する動きが見ら
れており、賠償責任能力を担保する上でも重要な動きと考える。しかし、あくまで保険は金銭保
障のための手段であり、監査や運輸マネジメント評価のような事業自体の安全管理の仕組みの
構築についても検討が必要と考えられる。 
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